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みなさんのお宅のアイドルを募集しております。
市役所へどしどしお寄せください！

問合せ先　企画課秘書広報係（河内庁舎２階）　☎㉒２２１２

須崎にお住いの
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莉愛さんの

    長 男　唯
ゆ い と

斗くん （３歳３か月）

　おしゃべり大好きゆいとくん！変顔も得意！

　まだまだ甘えることも多いけど

　自分でできることが増えてきました！

　毎日笑って楽しくおおきくなるぞ～
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～公共交通利用促進キャンペーン第２弾～～公共交通利用促進キャンペーン第２弾～

　私たちの生活に欠かすことのできない、鉄道、バス、タクシーなどの公共交通ですが、クルマ中

心の生活の広まりや人口減少などにより、利用者は年々減少しています。

　また、人件費や燃料費の高騰、車両整備などの維持管理コストの増大により、厳しい運用状況が

続いています。

　そのような状況下において、公共交通を市民の生活基盤を支える重要な社会インフラとして捉え、地域で

育てていく持続可能な公共交通サービスを実現するため、第２弾となる、公共交通利用促進券を配布します。

この機会に是非、身近な公共交通を普段の外出やお出かけにご利用ください。

観光で来たけど、不便だなぁ

免許返納したら、買い物の足がない

もしも公共交通が無くなってしまったら・・・？

※右の券を切り取って運転手にお渡しください。

※下田市内発着に限り利用できます。

※利用にあたっておつりは支払われません。　

※本券をコピーしての利用はできません。

※定期券・回数券の購入には利用できません。

路線バス路線バス

タクシータクシー

問合せ先　建設課都市住宅係（河内庁舎３階）　☎㉒２２１９問合せ先　建設課都市住宅係（河内庁舎３階）　☎㉒２２１９
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～公共交通利用促進キャンペーン第２弾～

有効期限：有効期限：令和６年12月３1日令和６年12月３1日（火）（火）まで有効まで有効
公共交通利用促進券：２００円分

１回１枚限り有効
●利用できる公共交通機関
東海バス／いず東海タクシー／栄協／ヒフミタクシー

※現金との併用可


